
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同等品申請手順書（少額物品調達）



 

 

 

１．質問回答機能にログインする 
 

メインメニュー（受注者）の表示 

ホームページより、電子入札システムへ遷移できます。 

 

 
 

 

操作説明 

「◎少額物品 少額役務」のいずれかをクリックします。 

 

 

① 



 

 

 

利用者登録／電子入札選択画面（受注者用）の表示 

電子入札システム画面を表示するための画面です。 

 

 

 

 

操作説明 

「電子入札システム」リンクをクリックします。 



 

 

 

電子入札メニューの表示 

電子入札（受注者）のトップメニュー画面です。 

 

 
 

 

操作説明 

説明要求①をクリックすることにより、メインメニュー画面を表示します。 

① 



 

 

ログイン画面の表示 

 

 
 

ログイン画面が表示されますので、①を入力後、②をクリックします。

① 

② 



 

 

調達案件検索画面の表示 

調達案件検索画面です。 

 

 

操作説明 

検索条件①を指定し同等品申請ボタン②クリックします。 

 

項目説明 

調達機関 ：選択された調達機関の案件が検索されます。 

部局  ：選択された部局の案件が検索されます。 

課所  ：選択された課所の案件が検索されます。 

入札方式 ：選択された入札方式の案件が検索されます。 

検索年月 ：指定された年月内の公開日の案件が検索されます。 

表示件数 ：１画面に表示する案件の数を指定します。 

① 

② 



 

 

 

同等品申請調達案件一覧 

同等品申請を登録する案件を選択する画面です。 

 

 
 

 

操作説明 

該当の案件の「申請」欄の選択ボタン①をクリックします。 

 

項目説明 

最新表示ボタン ：調達案件一覧を最新の状態にします。 

選択ボタン  ：同等品申請および回答一覧画面が表示されます。 

＜ボタン  ：前頁の案件を表示します。 

＞ボタン  ：次頁の案件を表示します。 

① 



 

 

 

同等品申請および回答一覧画面 

同等品申請の一覧画面です。 

 

 
 

 

操作説明 

申請入力ボタン①をクリックします。 

 

項目説明 

最新表示ボタン ：同等品申請および回答一覧を最新の状態にします。 
申請入力ボタン ：同等品申請の登録画面を表示します。 

① 



 

 

 

申請内容の登録画面の表示 

同等品申請の登録画面です。 

 

 
 

操作説明 

同等品申請内容を入力します。 

題名①、申請内容②を入力します。 

資料を添付する場合参照ボタン③をクリックするとダイアログが表示されるので、添付したいファイル

を選択し、添付資料追加ボタン④をクリックすると資料が添付されます。 

入力を終了したら、入力内容確認ボタン⑤をクリックすることにより、同等品申請入力内容確認画面に

遷移します。 

 

項目説明 

添付資料追加ボタン ：選択された資料を添付します。 

削除ボタン  ：選択された資料を一覧から削除します。 

参照ボタン  ：ファイル選択画面を表示します。 

入力内容確認ボタン ：同等品申請入力内容確認画面に遷移します。 

戻るボタン  ：同等品申請および回答一覧画面に戻ります。 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 



 

 

 

同等品申請入力内容確認画面の表示 

同等品申請の入力内容確認画面です。 

 

 
 

 

操作説明 

先ほど入力した内容を確認します。 

確認が終了したら登録ボタン①をクリックすることにより、入力内容確認画面に遷移します。 

 

項目説明 

登録ボタン ：同等品申請を登録し、登録完了画面に遷移します。 

戻るボタン ：同等品申請に対する理由請求画面に戻ります。 
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同等品申請内容登録完了画面 

登録完了画面です。 

 

 

 

 

操作説明 

申請/回答一覧ボタン①をクリックします。同等品申請および回答一覧画面に戻ります 

① 



 

 

 

同等品申請および回答一覧の表示 

同等品申請および回答一覧画面です。登録された同等品申請が表示されています。 

 

 
 

 

操作説明 

調達案件検索①をクリックすることにより調達案件検索画面に戻ります。 

 

項目説明 

最新表示ボタン ：同等品申請および回答一覧を最新の状態にします。 

質問入力ボタン ：同等品申請の登録画面を表示します。 

表示ボタン  ：同等品申請内容または回答が表示されます。
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３．同等品申請の回答を表示する 
 

市はシステムを用いて同等品申請の回答を行いません。 

同等品申請を行った場合は市からの回答を待たず、見積の提出を行ってください。 

見積合わせの結果、最低価格を提示した見積の同等品のみ確認し、承認した場合は発注決定をします。 

見積合わせの結果は入札情報公開システムをご確認ください。 

 

 

４．注意事項 
 

「同等品申請」以外のメニューは使用しないこと。 

電子入札システムから質疑をいただいてもお答え致しかねますので、直接、調達契約課までお問い合わ

せください。 

 

 

使用しないでください 


